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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年５月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年１０月２９日（月） １２時５５分ごろ 

発生場所 山口県下関市角
つの

島東方沖（海
あ

士
ま

ケ
が

瀬
せ

戸
と

）  

 角島灯台から真方位０９２°３,７００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２１.１′ 東経１３０°５２.９′） 

事故調査の経過  平成２４年１１月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート ラ・ガルサⅡ
ツー

、３８トン 

 １３５２０４、個人所有 

 ２０.１５ｍ（Lr）×４.７３ｍ×１.８２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成７年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録 日 平成２３年７月１１日 

  免許証交付日 平成２３年７月１１日 

（平成２８年７月１０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損（沈没） 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、山口県宇部市

宇部港から山口県長門市仙崎港に向かった。 

本船は、半年間ほど宇部港に係留していたので船底にカキ等が付着

して船速が上がらず、関門海峡を通過したのち、約１４～１５ノット

（kn）の速力で北進した。 

 船長は、下関市豊北町と角島との間の海士ケ瀬戸を船舶所有者と共

に数回航行した経験があり、同瀬戸の最狭部には海士ケ瀬の浅礁域が

あることを認識していたが、角島の西方沖を航行するよりも同瀬戸を

航行して航行時間を短縮しようと思い、約５～６kn の速力で手動操舵

により同瀬戸に向けて北北東進した。 

 船長は、海士ケ瀬戸に設置された海士ケ瀬南灯浮標及び海士ケ瀬北

灯浮標に沿って航行することなく、ＧＰＳプロッター（以下「ＧＰ

Ｓ」という。）の画面に表示された水深を見ながら、水深０.９ｍと表
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示された所を避けて航行中、平成２４年１０月２９日１２時５５分ご

ろ、急に水深が浅くなり、「コン、コン、コン」という音がし、本船

が海士ケ瀬の浅所に乗り揚げた。 

 船長は、直ちに機関を中立運転として機関室を点検したところ、機

関室に浸水しており、間もなく機関が停止し、船体が沈み始めて船尾

船底部が海底に着底した。 

船長及び同乗者２人は、救命胴衣を着用して操舵室の天井頂部に避

難していたところ、付近で操業していた漁船に救助された。 

 本船は、後日、起重機船で吊り上げられて仙崎港に運ばれ、解撤処

分された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約７１cm（下関市特牛
こっとい

港） 

 その他の事項 

 

 本船は、当初、操船経験豊富な船舶所有者が乗船予定であったが、

社用のため、急に部下である船長が乗船することとなった。 

船長は、１年ほど前、本船を１回だけ操船した経験があった。 

本船の喫水は、船首が約１ｍ、船尾が約２.５ｍであった。 

 海図Ｗ１１５（油谷港付近）によれば、海士ケ瀬戸の中央部には海

士ケ瀬北灯浮標及び海士ケ瀬南灯浮標が設置され、両灯浮標の西方約

５０ｍが水深約５ｍの可航水域である。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、海士ケ瀬戸を航行する際、船長が、設置されていた灯浮標

に沿って航行せず、ＧＰＳの画面を見て水深０.９ｍと表示された所

を避けながら海士ケ瀬を北北東進したことから、浅瀬に乗り揚げたも

のと考えられる。 

 船長は、本船の操船が本事故の１年ほど前に１回だけであったこと

から、ＧＰＳの操作を熟知していなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、海士ケ瀬戸を航行する際、船長が、設置されて

いた灯浮標に沿って航行せず、ＧＰＳの画面を見て水深０.９ｍと表

示された所を避けながら海士ケ瀬を北北東進したため、浅瀬に乗り揚

げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・浅礁域が存在する海域を航行する際は、事前に海図を精査して航

行経路を確かめておくこと。 

 ・海域の状況を詳細に知らない場合は、浅礁域の航行を避けること。 

 ・小型船舶に乗船する際は、救命胴衣を適切に着用すること。 

 




